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１ 概要について 
・令和５年７月に策定した「中標津町地域公共交通計画」の基本方針である“中標津町 

らしい公共交通ネットワーク”の実現に向け、令和７年 10 月１日(水)より、町内バス 
路線再編、実証運行を開始。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 実証運行の利用実績について 
　　・乗車人数及び運賃収入(10 月 1 日～10 月 31 日)　 

　　※「中標津市内線」及び「南線」の実績は、阿寒バス（株）提供データ。 
 
３ 実証運行に関する意見、問い合わせ状況について 

・電話、生活課窓口訪問によるもの：４８件 
（電話問い合わせの多くは、時刻や停留所、運行ルートの確認） 

・意見書提出：２３件（バス車内、交通センター、生活課窓口に設置） 
 
 
 

 路　線 

令和６年度
乗車人数 

(延べ人数)
運賃収入

 

中標津 

市内線
2,499 人 316,916 円

 
武佐線 237 人 35,250 円

 
俣落線 362 人 62,020 円

 養老牛線 179 人 20,530 円
 合　計 3,277 人 434,716 円
 １日平均 

利用者数
105 人

※平日・土日祝運行 

（一部路線除く）

 路　線 

令和７年度
乗車人数 

(延べ人数)
運賃収入

 南線 667 人 111,049 円
 武佐・東線 620 人 83,800 円
 俣落・西線 837 人 173,700 円
 養老牛線 

(通学便)
47 人 28,600 円

 
お買い物便 3 人 3,000 円

 合　計 2,174 人 400,149 円
 １日平均 

利用者数
98 人 ※平日運行

議案第１号 町内バス路線実証運行の状況について

①中標津市内線 

再編前(阿寒バス)　　　　　　再編後(阿寒バス、町営バス) 

・１路線、１日６便　　　　　・３路線化(南・東・西線)、各路線１日 13 便運行 

・乗車時間１時間　　　　　　・乗車時間約 30 分 

②町営バス路線 

再編前　　　　　　　　　　　再編後 

・郊外３路線運行　　　　　　・朝と夕方は、通学便として郊外３路線定時定路線運行 

・定時定路線運行　　　　　　・日中は地区、曜日ごとに自宅まで送迎する予約制の 

「お買い物便」を設定
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○実証運行に関するご意見概要（主な意見） 
 № 種 別 路 線 意見内容 備 考 方 向 性
 

１ 時刻 東、西線
「中標津高校前」の朝の到着時刻につ
いて、10 分程度早めてほしい。

現在の到着時刻 
8：25～26

・対応検討 

（ダイヤ修正）
 

２ 〃 西線
石田病院へ通勤する外国人が利用。時
間が合わない。

バス停：りんどう 
    園

・対応検討 
（ダイヤ修正）

 

３ 〃
養老牛線 

(通学便)

農業高校から帰ってくるバスの時刻が
再編前より遅くなっているが、早めて
ほしい。

再編前  

16：39 農高発 
再編後 
17：03 農高発

・対応検討 
（ダイヤ修正）

 

４ 路線 東線

「明生」～「まこと」間について、距
離があるが途中にバス停がないため、
追加するか、この区間は自由乗降とし
ても良いのでは。

・対応検討 
（当該区間の 

自由乗降化）

 

５ 〃 お買い物便
乗降場所について、「東武」と「町立
病院」の他に、交通センターがあると
ありがたい。

・対応検討 

（交通ｾﾝﾀｰの 
追加）

 

６ 〃 市内３路線
土日祝の運行がなくなったが、各種イ
ベントや買い物のセールがあるため、
復活してほしい。

・現時点では 

難しい

 
７ 乗り方 東、西線

阿寒バスのように、町営バスにも降車
ボタンを設置してほしい。

・対応予定

 
８ 広報

再編について、広報誌や新聞へのチラ
シ折込があるとありがたい。

・広報３月号 

へ折込予定

 

9 路線
俣落線 
養老牛線

再編前にあった「俣落・養老牛線」間の
「北光」停留所での乗継復活 
※俣落から計根別方面へ移動の際に 

利用（約１名利用）

再編前ダイヤに余
裕があり可能だっ
たが、再編後ダイヤ
では乗継復活は難
しい状況

・代替ﾙｰﾄ（俣 

落線⇒交通ｾ 
ﾝ ﾀ ｰ ⇒ 計 根
別）を説明

 

10 時刻 東線
支援学校（東 15 北 6 バス停）から釧
路羅臼線（阿寒バス路線）への接続

東線 
14:37 ｾﾝﾀｰ着 
釧路羅臼線 

14:30 ｾﾝﾀｰ発

・将来的な対 
応検討

 

11 〃 南線

①岩谷学園授業終了が 16:20。 

これに合わせたフレスポ先回り便の 
「岩谷学園前」最終時刻の調整。 

② ①と関連し、南線⇒西線で乗換 
え可能な便の設定。 
（交通センターを 17:00 以降に 

出発する便）

岩谷学園前ﾊﾞｽ停 
ﾌﾚｽﾎﾟ先回り便 

最終 16:08 発 
 

東武先回り便 
最終 16:43 発

・対応可否も 

含め、今後、 
学園と協議

-2-



 ・いただいたご意見について、本格運行に向けた対応を検討するほか、将来的な対応可否も 
含め、継続的に関係機関と協議。 

・広報誌へのチラシ折込については、４月からの本格運行に向け、町内路線や地域間路線の 
情報を網羅した「地域公共交通マップ」を作成し、３月広報誌への折込を実施予定。 
 

４ 実証運行を踏まえた運行ダイヤ等の修正について（全体時刻表は別紙資料①） 
  №１【東線・西線】中標津高校への到着時刻について 
   ・東線・西線の「東武・病院行き２便」の始発時間を 15 分早めることにより対応 
    〈現 行〉              
     東線 明  生  発 8：05 中標津高校着 8：25 
     西線 りんどう園発 8：05 中標津高校着 8：26 
        
    〈修正案〉 
     東線 明  生  発 7：50 中標津高校着 8：10 
     西線 りんどう園発 7：50 中標津高校着 8：11 
 
 
  №２【西線】石田病院通勤利用への対応について 
   ・西線の「病院・東武行き１便」運行後にりんどう園へ向かう回送便について、「西 

町公住」～「りんどう園」間を実運行とすることにより対応。 
〈現 行〉 

 ■りんどう園→病院・東武行き        

          
 

 
 
 
   〈修正案〉 
    ■りんどう園→病院・東武行き        

     
 

 
 
 

 
 

 № バス停名 １便 ２便
 １ りんどう園 7：05 8：05

 26 町立病院前 7：28

 № バス停名 １便 ２便
 １ りんどう園 7：05 8：05

 26 町立病院前 7：28

○１便(終点：町立病院前)の運行 

後に、りんどう園まで回送。 
西町・川西を通過するが、回送 

区間のため乗車は不可。

回送

○回送区間を終点（町立病院前）か 
ら西町までとし、西町公住～り 

んどう園間を「りんどう園行き」 
の１便として運行！ 
※別紙資料①参照

回送
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　№３【養老牛線】通学便（夕方便）の農業高校出発時刻について 
　　・始発（計根別農協前）時間を繰り上げることにより対応。 
　　〈現　行〉 
　　　養老牛線　　計根別農協　17：02 発　→　農業高校　17：03 着・発 
　　　 
　　〈修正案〉 

　　養老牛線　　計根別農協　16：40 発　→　農業高校　16：41 着・発 
 
（※再編前　計根別農協　16：38 発　→　農業高校　16：39 着・発） 

 
 
　　№４【東線】まこと―明生間の自由乗降化検討 
　　　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　№５【お買い物便】乗降場所に交通ｾﾝﾀｰを追加を検討 
 
 
 
 
 
 
 
　　　・予約制の運行を行う「お買い物便」の乗降場所について、現在は利用需要が高い 

「町立病院前」と「東武前」のみを設定。 
・町外へ運行する地域間バス路線への接続や、まちなかへの移動利便性向上を図る 

ため、乗降場所に「交通ｾﾝﾀｰ」の追加を検討。 
 
　　※各ご意見に対する対応時期については、関係機関との協議も必要となることから、 

状況に応じて進めてまいります。 
　　※なお、№１～№３（中標津高校、りんどう園、養老牛線通学便のダイヤ修正）につい 

ては、早ければ年明け（1/6 から運行）より適用したいと考えています。 
 
 

○現在は、バス停での乗降。 

　（途中乗降不可） 
　　　　　　↓ 
○西線の「西町～りんどう園区

間」と同様に自由乗降化する
ことで、利便性向上を図るこ
とを検討。
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５ 本格運行に向けた今後のスケジュールについて 
・実証運行の状況を踏まえ、一部修正を行い、令和８年４月１日より本格運行開始を予定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
主な業務

令和７年度 令和８年度
 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月
 

①実証運行の利用状況分析

 ②本格運行に向けた運行内
容の検討（ダイヤ修正等）

各種
手続

 
③本格運行に向けた広報

ﾏｯﾌﾟ 

印刷
広報 

折込
 ④協議会開催 ○ ○

本 

格 

運 

行 

開 

始

実 

証 

運 

行 

開 

始

公共交通マップ 
（案）の検討
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１ 計画変更の趣旨 
  ・令和５年７月に「中標津町地域公共交通計画（マスタープラン）」を作成済み。 
　　・実証運行を実施している路線再編を踏まえ、利用者の利便性向上に向けた各種事業 

（利便増進事業）の概要記載、計画期間の延長等の一部変更を行う。 
 

２ 計画変更の内容について（詳細は、別紙資料②を参照） 
（ア）計画内容の追加・変更 

・現在、実施している町内バス路線再編の内容及び、今後の利便性向上に向けた 
各種利便増進事業（キャッシュレス決済導入、地域におけるワークショップ開 
催等）について概要を記載。 

（イ）計画の期間 
・現行の計画期間は、令和５年度～令和９年度までの５年間。 
・概要を記載した利便増進事業について、具体的な事業を示した「中標津町地域 

公共交通利便増進実施計画（アクションプラン）」を策定。（詳細後述） 
・アクションプランと連動した計画期間とするため、計画期間を３年間延長し、 

令和５年度から令和 12 年度までの８年間に延長する。 
○計画期間イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
計画期間

R５ 
年度

R６ 
年度

R７ 
年度

R８ 
年度

R９ 
年度

R10 
年度

R11 
年度

R12 
年度

 

中標津町地域公共交通計画 

（マスタープラン）

●  

 
中標津町地域公共交
通利便増進実施計画 

（アクションプラン）

●  

議案第２号 中標津町地域公共交通計画の変更及び、 

中標津町地域公共交通利便増進実施計画(案)の策定について

計画期間（現行）

計画推進期間

計画期間（変更後）

延　長　期　間

連 動

変更及び国認定

策定及び国認定
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３ 地域公共利便増進実施計画とは 
（ア）概要について 

　　・地域公共交通計画に基づき、地域公共交通ネットワークの再編や、運賃・ダイヤの 
改善など、利用者の利便性を向上させるための事業（地域公共交通利便増進事業） 
を実施するための計画です。 

　　・計画の策定に当たっては、地域公共交通計画において利便増進事業の概要を定めた 
上で、その事業を実施しようとする者等の同意を得て、国土交通大臣へ認定申請す 
ることが可能となります。 

・当協議会では、利便増進計画（アクションプラン）の策定に向け、今年度、国の補 
助事業を活用し、「中標津町地域公共交通利便増進実施計画（案）」を作成しました。 

（イ）計画策定のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　 
 
４ 計画策定のメリット 
　　・地域内フィーダー系統補助金（国庫補助金）の補助上限額の引き上げ。 
　　・利便増進実施計画に基づいて実施する事業や、実施状況の評価等に必要な経費につ 

いて、予算の範囲内で最大５年間の補助（補助率 1/2）を受けることが可能。 
 

５ 計画の策定について 
　　・計画の策定および国土交通大臣認定を受けることにより、本町の地域公共交通計画 

の事業推進、さらなる利用者の利便性向上に繋げてまいります。 

中標津町地域公共交通計画（R5.7 月策定済） 

（地域交通の現状や目指すべき姿を示したマスタープラン）

地域公共交通特定事業 

（必要に応じて地域公共交通計画に事業実施を記載できる） 

○地域公共交通利便増進事業 

・町内バス路線の再編 

・キャッシュレス決済導入による料金支払い円滑化 

・地域ワークショップ（乗り方教室）開催 

・路線情報の電子化

中標津町地域公共交通利便増進実施計画 

(具体的な事業を示したアクションプラン)

計画を策定し、国土交通大臣の認定を受けること
で、法律上の特例措置や国の重点的な支援（補助金
の上限嵩上げ等）を受けることができる。

今回策定審議 

（別紙資料③を参照） 
計画期間 R8～R12 年度 

（5 年間）

（国土交通省「地域公共交
通計画等の策定の手引き

（第４版）」より）
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資料① 利便増進計画事業概要（国土交通省資料） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利
便

増
進

計
画

策
定

に
向

け
、

今
年

度
活

用
中

利
便

増
進

計
画

策
定

、
 

国
認

定
に

よ
り

活
用

予
定
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資料② 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の国庫補助上限額について 
    （補助対象路線：町営バス武佐、俣落線） 
 

【Ｒ４年度】Ｒ３年１０月１日～Ｒ４年９月３０日　＝　３,２３４千円 
（算定式 １３，７１５人 ×　９０円 ＋ ２００万円） 

 
【Ｒ５年度】Ｒ４年１０月１日～Ｒ５年９月３０日　＝　３,６４５千円 

（算定式 １３，７１５人 ×１２０円 ＋ ２００万円） 
前年度との比較　　　４１１千円 

 
【Ｒ６年度】Ｒ５年１０月１日～Ｒ６年９月３０日　＝　３,９４５千円 

（算定式 １３，７１５人 ×１２０円 ＋ ２３０万円） 
前年度との比較　　　３００千円 

 
【Ｒ７年度】Ｒ６年１０月１日～Ｒ７年９月３０日　＝　３,０３４千円 

（算定式 １３，７１５人 ×　９０円 ＋ １８０万円） 
前年度との比較　　△９１１千円 

 
【R８年度見込】Ｒ７年１０月１日～Ｒ８年９月３０日　＝　７，２９１千円 

（算定式 １３，７１５人 ×２４０円 ＋ ４００万円） 
前年度との比較　　　４，２５７千円 

　　　　※利便増進計画の認定を受けた場合の算定式を適用 
 
 
　　　　　○令和７年度のフィーダー補助金上限額算定式 
　　　　　　・地域公共交通計画を策定した場合 
　　　　　　　対象人口　×　　９０円　＋　１８０万円（定額） 
　　　　　　・利便増進計画の認定を受けた場合 
　　　　　　　対象人口　×　２４０円　＋　４００万円（定額） 
　　　　　　※千円未満切捨て 
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１ 概要について 

・令和７年６月６日付で開催した書面会議にて承認いただき、令和７年９月 25 日付 
で国土交通大臣より計画認定を受けている「令和８年度地域内フィーダー系統確保 
維持費国庫補助金」（以下：フィーダー補助）の計画内容に変更が生じたため、国土 
交通大臣へフィーダー補助計画変更の届出を行うことについて本協議会に諮るもの 
です。 

 
２ 変更内容 

・町内バス路線の再編に伴う実証運行期間について、当初、令和７年 10 月から 11 月 
までの 2 か月間とし、この 2 か月間をフィーダー補助計画期間から除き申請してお 
りましたが、本日の議案第 2 号にあります「中標津町地域公共利便増進実施計画（ア 
クションプラン）」の策定及び、計画に定める事業の推進を踏まえ、実証運行期間を 
令和８年３月までの半年間に延長します。 

 
３ 提出書類 

（１）地域公共交通変更計画届出書 
（２）表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要 

及び運行予定者、運行回数・実車走行キロ算定表 
  　※印刷枚数の都合上、議案への添付は省略しております。 
 
４ 今後のスケジュール（予定） 

 
 
 
 
 
 
 
 

※青色は活性化協議会、黄色は国が実施 
 

・なお、現在は実証運行前の路線内容で計画認定を受けておりますが、議案第２号で 
お示しした「中標津町地域公共交通利便増進実施計画」策定・国認定後に、再編後 
の路線内容で２回目の変更申請を行う予定です。 

 
 
 
 
 
 
 

議案第３号 令和８年度地域公共交通確保維持改善事業（フィーダー系統補助金） 

に係る計画変更届出について

変
更
申
請
（
今
回
）

変
更
申
請
（
第
２
回
）

変
更
計
画
認
定

変
更
計
画
認
定

本
格
運
行
開
始

R8.４～
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１ 事業評価の目的 

・町有バス３路線（俣落線・武佐線・養老牛線）のうち、俣落線と武佐線は毎年、国の 
「地域公共交通確保維持改善事業（フィーダー系統補助金）」の補助を受けています。 

・本補助制度による支援を受けた事業は、毎年度、活性化協議会による事業の実施状 
況の確認・評価を行い、その結果を公表し、翌年１月末までに北海道運輸局へ報告 
する必要があります。 
 

２ 評価の対象 
（ア）対象路線 

町有バス路線「俣落線・武佐線」 
（イ）対象期間 

令和７年度（バス事業会計年度　令和 6 年 10 月～令和７年９月） 
 
３ 評価の内容 

・議案１２～１８ページが北海道運輸局へ提出する事業評価様式となります。 
・本協議会の審議・承認後、事業評価様式を町公式ホームページに掲載し、北海道運 

輸局へ提出します。

議案第４号 令和７年度地域公共交通確保維持改善事業（フィーダー系統補助金） 

に係る事業評価について
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別
紙
１

令
和
　
７
年
１
２
月
１
１
日

協
議
会
名
：
中
標
津
町
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会

評
価
対
象
事
業
名
：
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金

①
補
助
対
象
事
業
者
等

②
事
業
概
要

③
前
回
（
又
は
類
似
事
業
）
の

事
業
評
価
結
果
の
反
映
状
況

⑥
事
業
の
今
後
の
改
善
点

（
特
記
事
項
を
含
む
）

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
・
事
業
評
価
（
生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
に
基
づ
く
事
業
）

④
事
業
実
施
の
適
切
性

⑤
目
標
・
効
果
達
成
状
況

中
標
津
町

●
俣
落
線
①
～
④

交
通
セ
ン
タ
ー
～
り
ん
ど
う
園
～
俣

落
～
町
立
病
院
～
交
通
セ
ン
タ
ー

●
武
佐
線
①
～
③

交
通
セ
ン
タ
ー
～
ま
こ
と
～
武
佐
・

開
陽
～
町
立
病
院
～
交
通
セ
ン

タ
ー

　
令
和
２
年
度
か
ら
利
用
者
数
が
大

き
く
減
少
し
た
こ
と
も
あ
り
、
路
線
の

見
直
し
を
検
討
し
て
い
る
。

Ａ
　
計
画
通
り
事
業
は
適
切
に
実

施
さ
れ
た
。

Ｂ

　
利
用
者
数
は
令
和
５
年
度

1
.6
7
人
/
便
、
令
和
６
年
度
の

1
.5
5
人
/
便
に
対
し
1
.8
8
人
/
便

と
増
加
し
た
が
、
目
標
で
あ
る

2
.0
人
/
便
以
上
に
届
か
な
か
っ

た
。

　
生
活
交
通
手
段
を
維
持
・
確
保

し
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
移

動
確
保
や
地
域
間
幹
線
系
統
と
の

接
続
に
よ
る
広
域
的
な
移
動
を
図

る
た
め
町
営
バ
ス
路
線
は
必
要
で

あ
る
。

　
現
状
の
利
用
実
態
や
将
来
の
利

用
見
込
を
踏
ま
え
て
、
運
行
形
態

や
ダ
イ
ヤ
、
車
両
規
模
等
を
検
証

し
、
令
和
７
年
１
０
月
１
日
よ
り
路
線

再
編
及
び
実
証
運
行
を
開
始
し
て

い
る
。
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別
紙
１
－
２

事
業
実
施
と
生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
と
の
関
連
に
つ
い
て

令
和
　
７
年
１
２
月
１
１
日

協
議
会
名
：

中
標
津
町
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会

評
価
対
象
事
業
名
：

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金

地
域
の
交
通
の
目
指
す
姿

（
事
業
実
施
の
目
的
・
必
要
性
）

　
中
標
津
町
は
、
北
海
道
の
東
部
、
根
室
管
内
の
中
部
に
位
置
し
、
面
積
は
6
8
4
．
9
8
ｋ
㎡
、
人
口
は
令
和
７
年
1
0
月
末
現
在
2
2
,0
4
9
人
で

あ
り
、
前
年
比
2
6
5
人
の
減
少
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　

　
中
標
津
町
の
公
共
交
通
は
、
市
街
地
を
運
行
す
る
「
中
標
津
市
内
線
」
、
他
都
市
と
の
間
を
結
ぶ
幹
線
系
統
と
し
て
の
「
標
津
西
春
別

線
」
、
「
中
標
津
別
海
線
」
、
「
釧
路
羅
臼
線
」
、
「
釧
路
標
津
線
」
な
ど
に
加
え
、
郡
部
と
市
街
地
を
結
ぶ
「
町
営
バ
ス
路
線
」
が
運
行
し
て
い

る
。
　
し
か
し
、
人
口
減
少
や
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
よ
り
、
公
共
交
通
の
利
用
者
は
低
迷
し
て
お
り
、
赤
字
運
行
に
よ
る
町
負
担
の
増

加
を
は
じ
め
、
様
々
な
課
題
が
生
じ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
市
街
地
を
運
行
す
る
「
中
標
津
市
内
線
」
は
、
住
宅
地
の
拡
大
や
郊
外
部
に
お
け
る
大
型
商
業
施
設
の
立
地
に
伴
い
路
線
で

は
カ
バ
ー
で
き
な
い
交
通
空
白
地
域
が
発
生
し
て
お
り
、
「
町
営
バ
ス
路
線
」
は
郡
部
と
市
街
地
を
結
ぶ
路
線
で
あ
る
が
、
１
便
当
た
り
の

利
用
者
数
が
少
な
く
、
便
に
よ
っ
て
は
無
乗
車
と
非
効
率
的
な
運
行
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
主
な
利
用
者
と
な
る
少
子
高
齢
化
に
伴
い
増
加
す
る
高
齢
者
や
免
許
返
納
者
、
学
生
等
の
交
通
弱
者
の
利

用
実
態
に
合
っ
た
公
共
交
通
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
・
確
保
す
る
、
ま
た
、
交
通
空
白
地
域
と
中
心
市
街
地
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
し
、
交

流
人
口
の
拡
大
を
促
進
す
る
と
と
も
に
地
域
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
現
状
の
公
共
交
通
体
系
を
維
持
し
移
動
手
段
を
確
保
し
つ
つ
も
、
路
線
の
見
直
し
や
新
し
い
交
通
シ
ス
テ
ム
へ
の
見

直
し
等
を
行
い
、
中
標
津
町
に
合
っ
た
公
共
交
通
体
系
を
検
討
・
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
中
標
津
町

生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
」
に
位
置
付
け
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
、
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
に
よ
り
、
中
標
津
町
内
に
お
け
る
生
活
交
通
手
段
を
維
持
・
確
保
し
、
ま
た
、
地
域

間
幹
線
系
統
等
と
の
接
続
に
よ
る
広
域
的
な
移
動
支
援
な
ど
を
図
る
た
め
、
住
民
の
生
活
の
足
と
し
て
の
公
共
交
通
を
存
続
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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１
便

あ
た

り
の

利
用

者
数

２
.０

人
以

上
を

目
標

と
す

る
。

（令
和

５
年

度
　

約
１

．
６

７
人

／
便

）

協
議
会
開
催
状
況

生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
の
目
標

令
和

７
年

６
月

６
日

　
令

和
７

年
度

活
性

化
協

議
会

(書
面

会
議

)
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
・地

域
公

共
交

通
計

画
認

定
申

請
書

令
和

７
年

７
月

２
日

　
令

和
７

年
度

第
１

回
活

性
化

協
議

会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

・
令

和
７

年
度

事
業

計
画

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

・
町

内
路

線
の

再
編

令
和

７
年

８
月

27
日

　
令

和
７

年
度

活
性

化
協

議
会

(書
面

会
議

)
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
・
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

更
新

申
請

令
和

７
年

1
2
月

1
1
日

 令
和

７
年

度
第

２
回

活
性

化
協

議
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

・町
内

路
線

実
証

運
行

の
状

況
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
・地

域
公

共
交

通
利

便
増

進
計

画
(案

)
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
・地

域
公

共
交

通
計

画
変

更
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
・地

域
公

共
交

通
確

保
維

持
改

善
事

業
に

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
係

る
事

業
評

価
　

　
　

　
　

　
　

令
和
７
年
度
事
業
概
要

１

事
業
実
施
の
目
的
・
必
要
性

　
今

後
の

少
子

高
齢

化
に

伴
い

増
加

す
る

高
齢

者
や

免
許

証
返

納
者

等
の

交
通

弱
者

へ
の

対
応

が
課

題
と

な
っ

て
き

て
い

る
。

　
ま

た
、

市
街

地
と

郊
外

部
に

お
け

る
大

型
商

業
施

設
と

の
ア

ク
セ

ス
を

確
保

す
る

こ
と

は
、

交
流

人
口

の
拡

大
と

地
域

の
活

性
化

に
つ

な
が

る
た

め
、

重
要

と
な

っ
て

く
る

。
　

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
て

、
将

来
に

渡
っ

て
持

続
可

能
な

公
共

交
通

体
系

を
構

築
し

地
域

の
活

性
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

に
、

利
用

実
態

に
合

っ
た

路
線

へ
の

見
直

し
に

つ
い

て
、

「
中

標
津

町
広

域
公

共
交

通
確

保
維

持
改

善
計

画
」
に

位
置

付
け

た
。

　
こ

の
た

め
、

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

に
よ

り
、

中
標

津
町

内
に

お
け

る
生

活
交

通
手

段
を

維
持

・
確

保
し

、
地

域
住

民
の

買
物

や
通

院
な

ど
の

日
常

生
活

の
移

動
確

保
や

地
域

間
幹

線
系

統
等

と
の

接
続

に
よ

る
広

域
的

な
移

動
支

援
な

ど
を

図
る

た
め

、
住

民
の

生
活

の
足

と
し

て
の

公
共

交
通

を
存

続
さ

せ
て

い
く
こ

と
が

必
要

と
な

る
。

●
俣

落
線

①
～

④
　

　
　

　
交

通
セ

ン
タ

ー
～

り
ん

ど
う

園
～

俣
落

～
町

立
病

院
～

交
通

セ
ン

タ
ー

●
武

佐
線

①
～

③
　

　
　

　
交

通
セ

ン
タ

ー
～

ま
こ

と
～

武
佐

・
開

陽
～

町
立

病
院

～
交

通
セ

ン
タ

ー

地
域
公
共
交
通
の
現
況

・阿
寒

バ
ス

株
式

会
社

　
（
中

標
津

市
内

線
・
標

津
西

春
別

線
・
中

標
津

別
海

線
・
釧

路
標

津
線

・
　

　
　

釧
路

羅
臼

線
）

・根
室

交
通

株
式

会
社

（
中

標
津

空
港

線
）

・町
営

バ
ス

（
俣

落
線

･武
佐

線
･養

老
牛

線
）
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令
和
７
年
度
事
業
の
実
施
状
況

１
）
プ
ロ
セ
ス
、
創
意
工
夫

・
令

和
７

年
３

月
　

俣
落

線
及

び
武

佐
線

含
む

町
営

バ
ス

に
係

る
再

編
の

方
針

及
び

再
編

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

路
線

の
具

体
案

に
つ

い
て

検
討

・
令

和
７

年
６

月
　

町
営

バ
ス

路
線

を
含

む
町

内
バ

ス
路

線
再

編
の

具
体

案
及

び
運

賃
設

定
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
に

つ
い

て
検

討
・
令

和
７

年
９

月
　

10
月

1日
よ

り
実

証
運

行
を

開
始

す
る

町
内

バ
ス

路
線

に
つ

い
て

、
町

内
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
５

箇
所

に
お

い
て

住
民

説
明

会
を

開
催

２

２
）
運
行
系
統
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３

３
）
利
用
実
績

3
,4

9
8

2
,8

8
9

2
,5

0
9

2
,0

7
1

2
5
8

2
4
9

1
9
9

1
4
0

2
0
9

1
9
1

2
3
4

2
4
7

2
6
6

2
8
0

2
8
1

3
3
5

3
6
2

3
2
0

3
1
5

2
4
2

2
2
8

2
5
6

2
8
8

2
9
1

3
0
4

2
6
7

2
0
2

4
2
3

0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

3
5
0

4
0
0

4
5
0

1
0
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

俣
　

落
　

線

Ｒ
６

Ｒ
７

1
9
8

1
8
5

1
9
8

1
2
4

1
7
4

1
3
4

1
4
7

1
3
9

1
8
3

1
8
5

1
6
0

2
4
4

2
3
7

2
0
7

2
5
2

1
5
5

1
6
1

1
7
9

2
1
1

2
4
1

2
1
0

2
5
0

1
7
2

2
3
4

0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

1
0
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

武
　

佐
　

線

Ｒ
６

Ｒ
７
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４
）
収
入
実
績

４

5
2
8
,8

3
0

6
2
2
,4

3
5

3
8
1
,1

9
0

3
4
4
,9

9
0

35,690

40,700

21,810

20,020

18,220

162,670

71,925

32,050

55,470

44,880

51,820

67,180

62,020

50,955

24,400

29,210

46,170

195,820

64,860

40,990

46,710

32,060

27,980

31,570

0

5
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
5
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

2
5
0
,0

0
0

1
0
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

俣
　

落
　

線

Ｒ
６

Ｒ
７

38,660

32,050

22,630

28,060

28,450

20,850

18,460

16,160

41,870

21,620

33,620

42,560

35,250

26,580

42,330

22,040

27,740

39,490

26,050

36,290

40,080

32,330

21,750

31,260

0

2
0
,0

0
0

4
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

8
0
,0

0
0

1
0
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

武
　

佐
　

線

Ｒ
６

Ｒ
７
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６
）
目

標
・
効

果
達

成
状

況

高
校

生
の

通
学

や
、

買
い

物
・
通

院
で

利
用

が
さ

れ
て

い
る

。

高
校

生
は

、
年

度
に

よ
っ

て
利

用
者

数
が

異
な

る
た

め
、

こ
の

人
数

の
増

減
が

利
用

結
果

に
大

き
く
反

映
さ

れ
る

。

１
便

あ
た

り
の

利
用

者
数

は
令

和
５

年
度

の
１

．
６

７
人

/
便

、
令

和
６

年
度

の
１

．
５

５
人

／
便

に
対

し
１

．
８

８
人

/
便

と
増

加
し

た
が

、
目

標
で

あ
る

２
．

０
人

/
便

に
届

か
な

か
っ

た
。

５

　
７

）
事

業
の

今
後

の
改

善
点

　
生

活
交

通
手

段
を

維
持

・
確

保
し

、
地

域
住

民
の

日
常

生
活

の
移

動
確

保
や

地
域

間
幹

線
系

統
と

の
接

続
に

よ
る

広
域

的
な

移
動

を
図

る
た

め
、

町
営

バ
ス

路
線

は
必

要
で

あ
る

。
　

現
状

の
利

用
実

態
や

将
来

の
利

用
見

込
を

踏
ま

え
て

、
運

行
形

態
や

ダ
イ

ヤ
、

車
両

規
模

等
を

検
証

し
、

令
和

７
年

１
０

月
１

日
よ

り
路

線
再

編
及

び
実

証
運

行
を

開
始

し
て

い
る

。

運
輸

局
記

載
欄

計
画

通
り

事
業

は
適

切
に

実
施

さ
れ

た
。

５
）
事

業
実

施
の

適
切

性

８
）
地

方
運

輸
局

等
に

お
け

る
二

次
評

価
結

果
（
案

）

-18-



１
　

利
用

者
数

（
人

）

（
１

）
俣

落
線

（
３

）
養

老
牛

線

月
R
3
.
1
0
～

R
4
.
9

R
4
.
1
0
～

R
5
.
9

R
5
.
1
0
～

R
6
.
9

増
減

対
前

年
比

(
%
)

R
6
.
1
0
～

R
7
.
9

増
減

対
前

年
比

(
%
)

月
R
3
.
1
0
～

R
4
.
9

R
4
.
1
0
～

R
5
.
9

R
5
.
1
0
～

R
6
.
9

増
減

対
前

年
比

(
%
)

R
6
.
1
0
～

R
7
.
9

増
減

対
前

年
比

(
%
)

①
②

②
－

①
③

③
－

②
①

②
②

－
①

③
③

－
②

１
０

月
2
6
7

2
2
2

2
5
8

3
6

1
6
.
2

3
6
2

1
0
4

4
0
.
3

１
０

月
1
0
2

8
5

8
1

△
 
4

△
 
4
.
7

1
7
9

9
8

1
2
1
.
0

１
１

月
2
7
4

2
4
5

2
4
9

4
1
.
6

3
2
0

7
1

2
8
.
5

１
１

月
8
2

8
9

6
9

△
 
2
0

△
 
2
2
.
5

1
4
2

7
3

1
0
5
.
8

１
２

月
2
8
6

1
9
7

1
9
9

2
1
.
0

3
1
5

1
1
6

5
8
.
3

１
２

月
8
1

7
4

6
9

△
 
5

△
 
6
.
8

1
2
4

5
5

7
9
.
7

　
１

月
2
1
8

1
5
7

1
4
0

△
 
1
7

△
 
1
0
.
8

2
4
2

1
0
2

7
2
.
9

　
１

月
6
7

6
1

3
5

△
 
2
6

△
 
4
2
.
6

8
4

4
9

1
4
0
.
0

　
２

月
2
1
7

1
8
6

2
0
9

2
3

1
2
.
4

2
2
8

1
9

9
.
1

　
２

月
3
8

8
8

9
6

8
9
.
1

7
9

△
 
1
7

△
 
1
7
.
7

　
３

月
2
8
8

2
2
9

1
9
1

△
 
3
8

△
 
1
6
.
6

2
5
6

6
5

3
4
.
0

　
３

月
5
9

7
6

7
1

△
 
5

△
 
6
.
6

5
9

△
 
1
2

△
 
1
6
.
9

　
４

月
2
7
7

2
2
7

2
3
4

7
3
.
1

2
8
8

5
4

2
3
.
1

　
４

月
1
1
5

8
5

1
1
8

3
3

3
8
.
8

1
0
1

△
 
1
7

△
 
1
4
.
4

　
５

月
2
9
4

3
2
2

2
4
7

△
 
7
5

△
 
2
3
.
3

2
9
1

4
4

1
7
.
8

　
５

月
7
5

7
1

1
3
6

6
5

9
1
.
5

1
3
1

△
 
5

△
 
3
.
7

　
６

月
3
0
1

3
5
6

2
6
6

△
 
9
0

△
 
2
5
.
3

3
0
4

3
8

1
0
.
7

　
６

月
9
5

1
0
3

1
7
7

7
4

7
1
.
8

1
1
9

△
 
5
8

△
 
3
2
.
8

　
７

月
2
8
9

2
6
2

2
8
0

1
8

6
.
9

2
6
7

△
 
1
3

△
 
5
.
0

　
７

月
9
1

7
7

1
7
6

9
9

1
2
8
.
6

1
1
4

△
 
6
2

△
 
3
5
.
2

　
８

月
2
1
5

2
5
2

2
8
1

2
9

1
1
.
5

2
0
2

△
 
7
9

△
 
3
1
.
3

　
８

月
8
4

7
3

1
4
0

6
7

9
1
.
8

8
3

△
 
5
7

△
 
4
0
.
7

　
９

月
3
0
0

3
0
5

3
3
5

3
0

9
.
8

4
2
3

8
8

2
8
.
9

　
９

月
9
7

6
1

1
5
9

9
8

1
6
0
.
7

1
3
0

△
 
2
9

△
 
1
8
.
2

合
計

3
,
2
2
6

2
,
9
6
0

2
,
8
8
9

△
 
7
1

△
 
2
.
4

3
,
4
9
8

6
0
9

2
1
.
1

合
　

計
9
8
6

9
4
3

1
,
3
2
7

3
8
4

4
0
.
7

1
3
4
5

1
8

4
.
3

（
２

）
武

佐
線

月
R
3
.
1
0
～

R
4
.
9

R
4
.
1
0
～

R
5
.
9

R
5
.
1
0
～

R
6
.
9

増
減

対
前

年
比

(
%
)

R
6
.
1
0
～

R
7
.
9

増
減

対
前

年
比

(
%
)

①
②

②
－

①
③

③
－

②

１
０

月
3
4
8

2
5
3

1
9
8

△
 
5
5

△
 
2
1
.
7

2
3
7

3
9

1
9
.
7

１
１

月
3
3
7

3
0
4

1
8
5

△
 
1
1
9

△
 
3
9
.
1

2
0
7

2
2

1
1
.
9

１
２

月
4
0
8

2
7
3

1
9
8

△
 
7
5

△
 
2
7
.
5

2
5
2

5
4

2
7
.
3

　
１

月
3
3
2

2
3
6

1
2
4

△
 
1
1
2

△
 
4
7
.
5

1
5
5

3
1

2
5
.
0

　
２

月
3
2
5

2
1
4

1
7
4

△
 
4
0

△
 
1
8
.
7

1
6
1

△
 
1
3

△
 
7
.
5

　
３

月
3
3
9

1
8
5

1
3
4

△
 
5
1

△
 
2
7
.
6

1
7
9

4
5

3
3
.
6

　
４

月
2
4
4

1
1
5

1
4
7

3
2

2
7
.
8

2
1
1

6
4

4
3
.
5

　
５

月
2
3
4

1
7
9

1
3
9

△
 
4
0

△
 
2
2
.
3

2
4
1

1
0
2

7
3
.
4

　
６

月
2
5
6

1
8
9

1
8
3

△
 
6

△
 
3
.
2

2
1
0

2
7

1
4
.
3

　
７

月
2
2
6

1
7
6

1
8
5

9
5
.
1

2
5
0

6
5

3
6
.
9

　
８

月
2
1
1

1
2
2

1
6
0

3
8

3
1
.
1

1
7
2

1
2

9
.
8

　
９

月
2
9
5

1
4
9

2
4
4

9
5

6
3
.
8

2
3
4

△
 
1
0

△
 
6
.
7

合
計

3
,
5
5
5

2
,
3
9
5

2
,
0
7
1

△
 
3
2
4

△
 
1
3
.
5

2
,
5
0
9

4
3
8

2
1
.
1

町
営

バ
ス

運
行

実
績

（
今

年
度

＋
過

去
３

ヵ
年

）
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２
　

運
行

収
入

（
円

）

（
１

）
俣

落
線

（
３

）
養

老
牛

線

月
R
3
.
1
0
～

R
4
.
9

R
4
.
1
0
～

R
5
.
9

R
5
.
1
0
～

R
6
.
9

増
減

対
前

年
比

(
%
)

R
6
.
1
0
～

R
7
.
9

増
減

対
前

年
比

(
%
)

月
R
3
.
1
0
～

R
4
.
9

R
4
.
1
0
～

R
5
.
9

R
5
.
1
0
～

R
6
.
9

増
減

対
前

年
比

(
%
)

R
6
.
1
0
～

R
7
.
9

増
減

対
前

年
比

(
%
)

①
②

②
－

①
③

③
－

②
①

②
②

－
①

③
③

－
②

１
０

月
5
1
,
2
2
0

3
4
,
7
7
0

3
5
,
6
9
0

9
2
0

2
.
6

6
2
,
0
2
0

2
6
,
3
3
0

7
3
.
8

１
０

月
2
1
,
6
4
0

1
4
,
1
1
5

6
,
7
0
0

△
 
7
,
4
1
5

△
 
5
2
.
5

2
0
,
5
3
0

1
3
,
8
3
0

2
0
6
.
4

１
１

月
2
9
,
0
7
0

5
0
,
0
7
0

4
0
,
7
0
0

△
 
9
,
3
7
0

△
 
1
8
.
7

5
0
,
9
5
5

1
0
,
2
5
5

2
5
.
2

１
１

月
4
4
,
5
8
5

2
8
,
8
6
5

2
2
,
1
6
5

△
 
6
,
7
0
0

△
 
2
3
.
2

4
,
0
9
0

△
 
1
8
,
0
7
5

△
 
8
1
.
5

１
２

月
3
9
,
6
2
0

2
0
,
3
1
0

2
1
,
8
1
0

1
,
5
0
0

7
.
4

2
4
,
4
0
0

2
,
5
9
0

1
1
.
9

１
２

月
1
4
,
5
3
5

8
,
0
5
0

8
,
3
2
0

2
7
0

3
.
4

5
,
4
1
5

△
 
2
,
9
0
5

△
 
3
4
.
9

　
１

月
4
5
,
8
3
5

1
8
,
0
6
5

2
0
,
0
2
0

1
,
9
5
5

1
0
.
8

2
9
,
2
1
0

9
,
1
9
0

4
5
.
9

　
１

月
1
4
,
7
3
0

6
,
6
8
0

4
,
6
6
0

△
 
2
,
0
2
0

△
 
3
0
.
2

3
,
7
0
0

△
 
9
6
0

△
 
2
0
.
6

　
２

月
2
3
,
1
5
0

1
6
,
0
8
5

1
8
,
2
2
0

2
,
1
3
5

1
3
.
3

4
6
,
1
7
0

2
7
,
9
5
0

1
5
3
.
4

　
２

月
8
,
9
2
0

9
,
6
7
0

1
4
,
2
7
0

4
,
6
0
0

4
7
.
6

5
,
0
3
0

△
 
9
,
2
4
0

△
 
6
4
.
8

　
３

月
8
1
,
5
8
0

1
6
6
,
9
7
0

1
6
2
,
6
7
0

△
 
4
,
3
0
0

△
 
2
.
6

1
9
5
,
8
2
0

3
3
,
1
5
0

2
0
.
4

　
３

月
1
3
,
1
3
5

1
0
,
0
6
0

1
2
,
4
4
5

2
,
3
8
5

2
3
.
7

6
,
1
0
0

△
 
6
,
3
4
5

△
 
5
1
.
0

　
４

月
5
1
,
9
5
5

2
6
,
5
0
0

7
1
,
9
2
5

4
5
,
4
2
5

1
7
1
.
4

6
4
,
8
6
0

△
 
7
,
0
6
5

△
 
9
.
8

　
４

月
2
1
,
9
8
0

2
4
,
2
3
0

4
0
,
0
6
0

1
5
,
8
3
0

6
5
.
3

6
,
9
5
0

△
 
3
3
,
1
1
0

△
 
8
2
.
7

　
５

月
2
7
,
0
6
0

3
8
,
0
7
0

3
2
,
0
5
0

△
 
6
,
0
2
0

△
 
1
5
.
8

4
0
,
9
9
0

8
,
9
4
0

2
7
.
9

　
５

月
1
0
,
4
0
0

6
,
0
1
0

8
,
5
0
0

2
,
4
9
0

4
1
.
4

4
0
,
4
0
0

3
1
,
9
0
0

3
7
5
.
3

　
６

月
5
8
,
8
4
5

7
2
,
0
0
0

5
5
,
4
7
0

△
 
1
6
,
5
3
0

△
 
2
3
.
0

4
6
,
7
1
0

△
 
8
,
7
6
0

△
 
1
2
.
2

　
６

月
8
,
8
0
5

9
,
6
1
5

1
7
,
2
2
5

7
,
6
1
0

7
9
.
1

6
,
4
7
0

△
 
1
0
,
7
5
5

△
 
6
2
.
4
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